
上市町不妊治療費助成について 
上市町では、不妊治療を受けているご夫婦に対し、その治療費の一部を助成しています。 

１． 対象者 

以下の条件を満たす方 

（１）夫婦ともに上市町に住所がある 

（２）法律上の婚姻をしている夫婦である 

（３）医療機関において不妊治療を開始している 

（４）各種医療保険に加入していること 

（５）生活保護法による保護を受けていないこと 

 

 ２．助成内容 

（１）助成額および助成期間 

・１夫婦１年間２０万円を限度に、３年間助成を受けることができます。 

※助成対象期間は、助成を開始した不妊治療の診療月から１２か月後の末日までを１年として数え

ます。 

例）治療開始日：5 月 15 日 助成対象期間：5 月 15 日～翌年 5 月 31 日（1 年目） 

                     6 月 1 日～翌年 5 月 31 日（2・3 年目） 

・申請後に出産した場合（又は妊娠１２週以降に死産に至った場合）は、再度対象期間を設定すること

ができます。 

   

（２）助成の対象となる治療費 

医療機関で支払う本人負担金のうち 

・保険診療適用分 

（不妊症治療のための検査、排卵誘発剤、人工授精、体外受精、顕微授精、男性に対する治療に係る費用等 ） 

・保険診療適用外分の検査費、診療費 

     ※不妊症診断のための検査費、入院費、病衣費、食事療養費、文書料その他の不妊治療に直接関係

のない費用は対象となりません。 

  

３．申請・請求の手続き 

（１）申請兼実績報告 

 治療開始日から１年以内に下記の必要書類を準備し、手続きを行ってください。 

※富山県特定不妊治療費助成の受給も希望される方は、そちらの申請を先に行ってください。 

＊必要なもの＊ 

□上市町不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 

□上市町不妊治療費助成事業受診証明書（様式第２号） 

□夫婦の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し 

（マイナンバーカードと一体になっている場合：マイナポータルの医療保険者資格情報の画面の写

し又は医療保険者から交付された資格確認書の写し） 

□医療機関が発行する不妊治療に要した費用の領収書及び診療報酬明細書（いずれも原本） 

□本人または配偶者名義の金融機関の通帳の写し 

※下記は該当の方のみ 

     □富山県特定不妊治療費助成事業受診証明書の写し 

     □富山県特定不妊治療費助成決定通知書の写し 

     □高額療養費の限度額適用認定書又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し 

     □出産又は死産したことを証明する書類（母子健康手帳など）…再度対象期間を設定する方のみ 

 

裏面へ 



 

（２）決定及び支給 

書類審査の結果、助成対象に該当した場合は、受給資格証と上市町不妊治療費助成金交付決定及び額

の確定通知書を送付し、助成金を指定の口座に振り込みます。 

    ※助成対象に該当しなかった場合は、上市町不妊治療費助成金不交付決定通知書（様式第４号）を送

付します。 

 

４．申請窓口  

上市町保健センター（つるぎふれあい館２階） 

    受付時間：平日の午前８時３０分から午後５時１５分 

 

（参考）申請から支給までの流れ 

   ①医療機関で治療方針が決定、治療開始 

   ②上市町保健センター窓口又は上市町ホームページより、必要書類を準備する。 

 

   ③治療開始日から１年以内に申請兼実績報告をする。 

   ④町から助成金の交付決定及び額の決定の通知（郵送） 

   ⑤助成金の支給（請求後約 1か月以内に指定口座へ入金） 

 

 

 

 

―ご不明な点などありましたら、上市町保健センターにお問い合わせください。― 

 

 

【問い合わせ先】 上市町役場福祉課保健班（上市町保健センター） 

    住所：〒９３０－０３６１ 上市町湯上野１１７６番地 

 電話：０７６－４７３－９３５５ 

 

 

※県の助成受給を希望される方 

町へ申請する前に富山県中部厚生

センターで手続きをお願いします。 
 


